
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に

伴う富山県道路交通法施行細則の規定の読替え等に関す

る規則 

 

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う富山県道路交通法施行細

則の規定の読替え等に関する規則を次のように定め、公布する。 

平成14年５月24日 

 

富山県公安委員会規則第５号 

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う富山県道路交

通法施行細則の規定の読替え等に関する規則 

（富山県道路交通法施行細則の規定の読替え適用等） 

第１条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（平成13年法律第57号）第２条第

２項に規定する自動車運転代行業者についての富山県道路交通法施行細則（昭和47年富

山県公安委員会規則第２号）の次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

読み替える規

定 

読み替えられる字句            読 み 替 え る 字 句            

法第74条の２第５項の規定によ

る安全運転管理者の選任又は解

任の届出は、安全運転管理者 

自動車運転代行業の業務の適正

化に関する法律（平成13年法律第

57号｡以下「運転代行業法」とい

う。）第19条第１項の規定により

読み替えて適用される法74条の

２第１項に規定する安全運転管

理者 

第18条第１項 

届出書（様式第12号。以下この

章において「届出書」という。）

２通を自動車の使用の本拠地を

管轄する警察署長（以下この章

において「所轄警察署長」とい

う。） 

 

運転代行業法第５条第１項の申

請書（以下この章において「申請

書」という。）は、運転代行業法

第２条第１項に規定する自動車

運転代行業の主たる営業所を管

轄する警察署長（以下この章にお

いて「所轄警察署長」という。） 

法第74条の２第５項の規定によ

る副安全運転管理者の選任又は

解任の届出は、副安全運転管理

者 

運転代行業法第19条第１項の規

定により読み替えて適用される

法第74条の２第４項に規定する

副安全運転管理者 

第18条第２項 

届出書（様式第13号。以下この

章において「届出書」という。）

２通 

運転代行業法第５条第１項の申

請書 

第18条第３項 届出書 申請書 



届出 申請 

府令第９条の９第１項第２号 自動車運転代行業の業務の適正

化に関する法律の施行に伴う道

路交通法施行規則の規定の読替

えに関する内閣府令（平成14年内

閣府令第35号）により読み替えて

適用される道路交通法施行規則

（以下「読替え後の府令」とい

う。）第９条の９第１項第２号 

第18条第４項 

届出書 申請書 

届出 申請 第19条第１項 

府令第９条の９第１項 読替え後の府令第９条の９第１

項 

届出 申請 第19条第２項 

府令第９条の９第２項 読替え後の府令第９条の９第２

項 

第20条第１項 法第74条の２第６項 運転代行業法第19条第１項の規

定により読み替えて適用される

法第74条の２第６項 

第20条第２項 法第74条の２第６項 運転代行業法第19条第１項の規

定により読み替えて適用される

法第74条の２第６項 

第21条第１項 府令第９条の９第１項第２号 読替え後の府令第９条の９第１

項第２号 

第22条第１項 府令第９条の９第１項第２号若

しくは同条第２項第２号 

読替え後の府令第９条の９第１

項第２号若しくは同条第２項第

２号 

（立入検査員の身分を示す証票） 

第２条 運転代行業法第21条第３項に規定する警察職員の身分を示す証票の様式は、別記

様式のとおりとする。 

附 則 

この規則は、平成14年６月１日から施行する。 

 



  

 

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（抜粋） 

 

 

第 21 条 略 

２ 略 

３ 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯 

  し、関係者に提示しなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認め 

  られたものと解してはならない。 

別記様式 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            第    号 

身 分 証 明 書         

 

                官  職 

                 

                氏  名 

 

 

 

 

 上記の者は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第２１条第１項

の規定により立入検査を行う警察職員であることを証明する。 

    年  月  日 

                    富山県公安委員会  

 

           

  写 真 

印 

５４
ミ
リ
メ
ー
ト

８５．６ミリメートル 



自動車運転代行業の適正化に関する法律の施行に伴う富山県道路交通法施行細則の規定の読替え

に関する規則により読み替えて適用する富山県道路交通法施行細則の関係規定 読替表 

 

富山県道路交通法施行細則の関係規定 読替規則による読み替えて適用する関係規定 

第４章 安全運転管理者等の選任及び教習等 

 （選任等の届出） 

第１８条 法第７４条の２第５項の規定による 

 安全運転管理者の選任又は解任の届出は、安 

 全運転管理者に関する届出書（様式第１２ 

  号。以下この章において「届出書」という。） 

  ２通を自動車の使用の本拠地を管轄する警察 

  署長（以下この章において「所轄警察署長」 

  という。）を経由して、公安委員会に提出し 

  て行うものとする。 

 

 

 

 

２ 法第７４条の２第５項の規定による副安全 

 運転管理者の選任又は解任の届出は、副安全 

 運転管理者に関する届出書（様式第１３号。 

 以下この章において「届出書」という。）２ 

  通を所轄警察署長を経由して、公安委員会に 

  提出して行うものとする。 

３ 前２項の選任の届出書には、次に掲げる書 

 類を添付しなければならない。 

（１） 安全運転管理者又は副安全運転管理者 

   （以下「安全運転管理者等」という。） 

      の戸籍抄本又は住民票の写し（住民基本 

      台帳法（昭和４２年法律第８１号）の適 

      用を受けない者の場合にあっては、外国 

      人登録法（昭和２７年法律１２５号）第 

      ５条第１項に規定する登録証明証の写 

      し） 

（２） 安全運転管理者にあっては、その者の 

   自動車の運転の管理の実務に関する経歴 

   を証明するもの又は安全運転管理者・副 

   安全運転管理者認定書（様式第１４号。 

   以下この章において「認定書」という。） 

   の写し。 

（３） 副安全運転管理者にあっては、その者 

   の自動車の運転の経験の期間を証明する 

   もの、その者の自動車の運転の管理の実 

   務に関する経歴を証明するもの又は認定 

   書の写し。ただし、現に自動車の運転免 

   許を受けている者は、その運転免許の写 

   しをもつて自動車の運転の経歴の期間の 

   証明に代えることができる。 

第４章 安全運転管理者等の選任及び教習等 

 （選任等の届出） 

第１８条  自動車運転代行業の業務の適性化に 

 関する法律（平成１３年法律第５７号。以下 

 「運転代行業法」という。）第１９条第１項 

  の規定により読み替えて適用される法７４条 

  の２第１項に規定する安全運転管理者に関す 

  る運転代行業法第５条第１項の申請書（以下 

  この章において「申請書」という。）は、運 

  転代行業法第２条第１項に規定する自動車運 

  転代行業の主たる営業所を管轄する警察署長 

  （以下この章において「所轄警察署長」とい 

  う。）を経由して、公安委員会に提出して行 

  うものとする。 

２ 運転代行業法第１９条第１項の規定により 

 読み替えて適用される法７４条の２第４項に 

 規定する副安全運転管理者に関する運転代行 

 業法第５条第１項の申請書は、所轄警察署長 

 を経由して、公安委員会に提出して行うもの 

 とする。 

３ 前２項の選任の申請書には、次に掲げる書 

 類を添付しなければならない。 

（１） 安全運転管理者又は副安全運転管理者 

   （以下「安全運転管理者等」という。） 

      の戸籍抄本又は住民票の写し（住民基本 

      台帳法（昭和４２年法律第８１号）の適 

      用を受けない者の場合にあっては、外国 

      人登録法（昭和２７年法律１２５号）第 

      ５条第１項に規定する登録証明証の写 

      し） 

（２） 安全運転管理者にあっては、その者の 

   自動車の運転の管理の実務に関する経歴 

   を証明するもの又は安全運転管理者・副 

   安全運転管理者認定書（様式第１４号。 

   以下この章において「認定書」という。） 

   の写し。 

（３） 副安全運転管理者にあっては、その者 

   の自動車の運転の経験の期間を証明する 

   もの、その者の自動車の運転の管理の実 

   務に関する経歴を証明するもの又は認定 

   書の写し。ただし、現に自動車の運転免 

   許を受けている者は、その運転免許の写 

   しをもつて自動車の運転の経歴の期間の 

   証明に代えることができる。 



（４） 自動車安全運転センター法（昭和５０ 

      年法律第５７号）第２９条第１項第２号 

      に規定する書面で、安全運転管理者等の 

      運転記録の証明に関する事項を記載した 

      もの。 

 

４ 第１項の届出に係る安全運転管理者が、府 

 令第９条の９第１項第２号の規定により、公 

 安委員会が行う自動車の運転の管理に関する 

 教習（以下「教習」という。）を終了した者 

  である場合は、教習終了証明書（様式第１５ 

  号）の写しをその選任の届出書に添付しなけ 

  ればならない。 

 

 

 

 

 

 

（安全運転管理者証等の交付） 

第１９条 公安委員会は、前条第１項の選任の 

 届出があった場合において、府令第９条の９ 

 第１項に規定する要件を備えているときは、 

 安全運転管理者証（様式第１６号）を交付す 

 るものとする。 

 

 

２ 公安委員会は、前条第２項の選任の届出が 

 あった場合において、府令第９条の９第２項 

 に規定する要件を備えているときは、副安全 

 運転管理者証（様式第１７号）を交付するも 

 のとする。 

 

 （解任命令手続） 

第２０条 法第７４条の２第６項の規定による 

 解任命令は、解任命令書（様式第１８号）を 

 交付して行うものとする。 

 

 

 

 

２ 法第７４条の２第６項の規定する解任命令 

 の安全運転管理者等に対して行う聴聞は、聴 

 聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成 

 ６年国家公安委員会規則第２６号）に規定す 

 るところによる。 

 

 

 

（４） 自動車安全運転センター法（昭和５０ 

   年法律第５７号）第２９条第１項第２号 

   に規定する書面で、安全運転管理者等の 

   運転記録の証明に関する事項を記載した 

   もの。 

 

４ 第１項の申請に係る安全運転管理者が、運 

 転代行業法の施行に伴う道路交通法施行規則 

 の規定の読替えに関する内閣府令（平成１４ 

 年内閣府令第３５号）により読み替えて適用 

 される道路交通法施行規則（以下「読替え後 

 の府令」という。）第９条の９第１項第２号 

  の規定により、公安委員会が行う自動車の運 

  転の管理に関する教習（以下「教習」という。） 

 を終了した者である場合は、教習終了証明書 

 （様式第１５号）の写しをその選任の申請書 

 に添付しなければならない。 

 

 

（安全運転管理者証等の交付） 

第１９条 公安委員会は、前条第１項の選任の 

 申請があった場合において、読み替え後の府 

 令第９条の９第１項に規定する要件を備えて 

 いるときは、安全運転管理者証（様式第１６ 

 号）を交付するものとする。 

 

 

２ 公安委員会は、前条第２項の選任の申請が 

 あった場合において、読み替え後の府令第９ 

 条の９第２項に規定する要件を備えていると 

 きは、副安全運転管理者証（様式第１７号） 

 を交付するものとする。 

 

 （解任命令手続） 

第２０条 運転代行業法第１９条第１項の規定 

 により読み替えて適用される法第７４条の２ 

 第６項の規定による解任命令は、解任命令書 

 （様式第１８号）を交付して行うものとす 

  る。 

 

２ 運転代行業法第１９条第１項の規定により 

 読み替えて適用される法第７４条の２第６項 

 の規定する解任命令の安全運転管理者等に対 

 して行う聴聞は、聴聞及び弁明の機会の付与 

 に関する規則（平成６年国家公安委員会規則 

 第２６号）に規定するところによる。 

 

 

 （教習） 



 （教習） 

第２１条 府令第９条の９第１項第２号の規定 

 による教習を受けようとする者は、安全運転 

 管理者教習申請書（様式第１９号）２通を所 

 轄警察署長を経由して、公安委員会に提出し 

 なければならない。 

 

２ 公安委員会は、前項の教習を終了した者に 

 対しては、教習修了証明書を交付するものと 

 する。 

 （認定） 

第２２条 府令第９条の９第１項第２号若しく 

 は同条第２項第２号の規定により、公安委員 

 会が行う自動車の運転の管理に関する能力に 

 係る認定を受けようとする者は、安全運転管 

 理者・副安全運転管理者認定申請書（様式第 

 １９号）２通を所轄警察署長を経由して、公 

 安委員会に提出しなければならない。 

 

 

２ 公安委員会は、前項の認定を受けた者に対 

 しては、認定書を交付する者とする。 

第２１条 読替え後の府令第９条の９第１項第 

 ２号の規定による教習を受けようとする者 

 は、安全運転管理者教習申請書（様式第１９ 

 号）２通を所轄警察署長を経由して、公安委 

 員会に提出しなければならない。 

 

２ 公安委員会は、前項の教習を終了した者に 

 対しては、教習修了証明書を交付するものと 

 する。 

 （認定） 

第２２条 読替え後の府令第９条の９第１項第 

 ２号若しくは同条第２項第２号の規定によ 

 り、公安委員会が行う自動車の運転の管理に 

 関する能力に係る認定を受けようとする者 

 は、安全運転管理者・副安全運転管理者認定 

 申請書（様式第１９号）２通を所轄警察署長 

 を経由して、公安委員会に提出しなければな 

 らない。 

 

２ 公安委員会は、前項の認定を受けた者に対 

 しては、認定書を交付する者とする。 

 


